
 
 

第２２回さくら市民体育祭夏季球技大会実施要項 
 
　１．趣　旨 
　　　広く市民の各層の参加を得て、スポーツ・レクリエーションの普及・発展を図り、市民相互

の親睦と明朗にして健全な市民生活に寄与しようとするものである。 
 
　２．主　催 
　　　さくら市　さくら市教育委員会　さくら市スポーツ協会 
 
　３．共　催 
　　　さくら市区長会　バレーボール協会　ソフトボール協会　卓球連盟　 

ゲートボール協会　グラウンド・ゴルフ協会　 
 
　４．実施競技 
　　　○対抗戦競技 
　　　全 地 区：バレーボール　ソフトボール　ゲートボール　グラウンド・ゴルフ 
　　　○準対抗戦競技（行政区チーム参加の場合は参加点を配点） 
　　　全行政区、会社、友人チーム：ラージボール卓球 
 
　５．日時・会場 

 
６．出場資格 
　１）大会への参加は行政区チームで行うものとする。 

各行政区の参加は各競技１チームとし、行政区による合同チームでの参加も認める。 

　　　ただし、ラージボール卓球は行政区チーム以外の参加も認め、行政区チームより複数の参

加も可とする。 

 

 競技名 期日（予備日） 集合時間 開会式・開始式 競技開始 会　　　　場

 
バレーボール 9 月 6 日(日) ７時３０分 ８時００分 ８時３０分 氏家中学校第２体育館

 

ソフトボール

9 月 5 日(土) 

9 月 6 日(日) 

9 月 12 日(土) 

(予備日 9 月 13 日（日）)

１６時００分 １７時００分

総合公園　A 

総合公園　Ｂ 

菖蒲沢公園　A

 
ラージボール卓球 9 月 19 日(土) ７時３０分 ８時００分 ８時３０分 氏家体育館

 
ゲートボール

9 月 26 日(土) 

(予備日 9 月 27 日（日））
７時３０分 ８時００分 ８時３０分 総合公園　ゲートボール場

 
グラウンド・ 

ゴルフ

9 月 13 日(日) 

(予備日 9 月 20 日(日））
７時３０分 ８時００分 ８時３０分

兎田河原 

グラウンド・ゴルフ場



　　２）さくら市に在住する者とする。ただし、現に行政区内に居住していない者であっても過去

に居住したことがある場合、当該行政区から出場できることとする。（以下「ふるさと選

手」という。）ふるさと選手についての詳細は各競技規定において定める。 

　　 
３）年齢制限等がある競技は、各競技競技規定において定める。 

 
７．実施方法 

ブロック制とする。「バレーボール、ソフトボールはトーナメント方式。ラージボール卓球、

ゲートボールについては予選リーグと決勝トーナメントを行う。グラウンド・ゴルフはストロ

ークマッチとする。」 
　　優勝･･･10 点　準優勝･･･8 点　3 回戦敗退･･･6 点　2 回戦敗退･･･4 点　1 回戦敗退･･･2 点 
    ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙの配点　　優勝･･･10 点　準優勝･･･8 点　3 位･･･6 点　予選リーグ敗退･･･4 点  
　　グラウンド・ゴルフの配点　　　優勝・・・10 点　準優勝・・・8 点　３・４位・・・6 点　５～8位・・・4 点  
　　ラージボール卓球の配点　参加点・・・4 点（行政区に在住する者のみで構成されたチームで 

参加した場合とし、１行政区で１チームを限度とする） 
 

８．開会式 
　　１）バレーボール、ラージボール卓球、ゲートボール、グラウンド・ゴルフについては 

開会式を行う。 
　　２）ソフトボールは開会式を行わない。 
 

９．表彰 
　　１）各競技の表彰は、各ブロック優勝・準優勝に賞状をそれぞれ授与する。 
　　２）各競技の表彰は、競技会場にて行う。 
 

10．大会参加者の保険加入について 
　　１）大会参加者の健康管理については十分に注意し、万全を期して大会に参加すること。 

２）大会中におきた軽微な負傷は本部で応急処置を行うが、大会参加者は各チームにおいて保

険加入のうえ大会に参加することを原則とする。また、主催者で加入する保険は大会当日

のみで練習日は対象になりません。 
 

11．参加意向書・選手名簿提出 
　　　参加意向書・選手名簿は、下記のとおり提出する。（ＦＡＸ・メール可） 

　　　 

 

競　　技　　名 参加意向確認書提出期限

選手名簿提出期限 
参加申込書提出期限 
（ラージボール卓球）

 バレーボール

６月２６日（金） ８月７日（金）

 ソフトボール

 ゲートボール

 グラウンド・ゴルフ

 ラージボール卓球



提出場所：さくら市スポーツ振興課（氏家体育館・喜連川体育館） 
　　　Ｔ Ｅ Ｌ：028－682－8888　　Ｆ Ａ Ｘ：028－682－7541 
　　　メ ー ル：u‐taiikukan@city.tochigi-sakura.lg.jp　（‐ハイフン） 
 　　（メールで提出の際は、件名の最初に「市民体育祭」と記入してください。）   
 

12．雨天時等の措置 
　　　１）雨天時は順延とする。 
　　　２）予備日は 1 日のみとし、ソフトボールが 2 日順延となった場合は、準決勝・決勝は中止 

として得点を配分する。 
　　　　　得点の配分　 

1 回戦敗退：2 点　2 回戦敗退：4 点　2 回戦勝利(準決勝・決勝進出)：8 点 
順延によりソフトボールの全チームの１回戦、２回戦が開催できなかった場合は、全て 
の参加チームに４点を配点する 

      ３）ゲートボール、グラウンド・ゴルフ、バレーボールが雨天やその他やむを得ない事由 
によって開催できなかった場合は、全ての参加チームに 4 点を配点する。 
ラージボール卓球がやむを得ない事由によって開催できなかった場合は行政区に 
在住する者のみで構成されたチームで参加した場合は全ての参加チームに 4 点を 
配点する。 

　　　３）雨天による実施態度決定　 
ゲートボール、グラウンド・ゴルフ　  当日　午前６時００分 
ソフトボール　　　　　　　　　　　　当日　午後３時００分 

　　　　　市ホームページに掲載しますので、各チームでご確認ください。 
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